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太陽光発電設備導入時の減価償却

1 初年度償却率：取得原価の[Ａ]14.7％、[Ｂ]（14.7+30）％、[Ｃ]100％の３つから選択可能

A 14.7％を選択した場合

・発電設備に適用される１７年の普通定率償却率＝14.7％で減価償却費を計上。

Ｂ （14.7+30）％を選択した場合

・上記 Ａ 普通償却費に加え、初年度30％（合計44.7％）の特別減価償却を計上可能。
・２年目の始めの簿価額は取得原価の（100－44.7）＝55.3％となる。

A

Ｃ 100％を選択した場合

・初年度、取得原価を全額償却することも可能。
・但し、この100％償却は来年３月３１日までに取得した太陽光発電資産にのみ適用。
・来年、４月１日以降は Ａ または Ｂ の選択となる。A Ｂ
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太陽光発電設備導入時の節税額の計算方法

Before

After

実効税率
35%

¥1000万

¥650万

課税所得

納税額

手取所得

実効税率
35%

課税所得

¥400万

太陽光設備
¥600万

納税額

手取所得

導入初年度に100%費用計上

太陽光設備
導入後の新課税所得

節税額

－ ¥210万＝ ¥140万¥350万

節税額の簡単な計算法

導入太陽光設備 ¥400万 X 税率35% ＝ ¥140万

¥350万

¥1000万

¥210万

¥390万

Case A: 初年度100% 償却の場合


